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令和５年１１月１７日（金）午後３時１０分から

○教育長（篠山　充君） 　ただいまから令和５年第１２回大田原市教育委員会定例会の会議
を開きます。

　前回会議録は、書記をもって調整させましたので、順次回覧いた
します。内容をご確認いただきたいと思います。

（会議録順次回覧）

○教育長（篠山　充君） 　前回の会議内容についてご確認いただきましたが、会議録につき
ましてご承認いただけますか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君）
　異議はないようでありますので、会議録は承認されました。
　委員会閉会後、ただいまの会議録に署名をお願いいたします。

　本日付議いたします案件は、協議４件、議案６件であります。
　最初に、日程第１ 協議第１５号　大田原市立小中学校の通学区域
に関する規則の一部を改正する教育委員会規則の制定について を議
題といたしますが、本件は、日程第２　協議第１６号　大田原市教
育委員会公印規則の一部を改正する教育委員会規則の制定について
及び　日程第３　協議第１７号　大田原市学校給食センターの設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について　と関
連がございますので、詳細について、一括して教育総務課長から説
明をお願いいたします。

○教育総務課長（羽石　剛君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　協議第１５号 大田原市立小中学校の通学区域に関する規則の一部
を改正する教育委員会規則の制定について につきましては、原案の
とおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されまし
た。

　続けてお諮りいたします。
　協議第１６号　大田原市教育委員会公印規則の一部を改正する教
育委員会規則の制定について につきましては、原案のとおり承認す
ることにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

令和５年 第１２回 大田原市教育委員会定例会 発言要旨



○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されまし
た。○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　協議第１７号　大田原市学校給食センターの設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について につきましては、原案
のとおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されまし
た。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第４　協議第１８号　大田原市教育委員会事務局組織
等に関する規則の一部を改正する規則の制定について を議題といた
します。
　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（羽石　剛君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（森　泉君） 　教育総務課については、今の体制の中で名称が変わるということ
でよろしいですか。

○教育総務課長（羽石　剛君） 　具体的に申し上げますと学校再編整備担当としての役職がなくな
り、事務事業は総務係に残る形となります。また、同様に学校施設
係と社会施設係の名称がなくなっておりますが、こちらの事務事業
につきましては改正後の教育施設係が一括して行います。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　協議第１８号　大田原市教育委員会事務局組織等に関する規則の
一部を改正する規則の制定について につきましては、原案のとおり
承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されまし
た。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第５　議案第３０号　令和５年度大田原市教育委員会
点検評価報告書について を議題といたします。
　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（羽石　剛君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。



○委　員（渡邉英憲君） 　５課の事業の中でふれあいの丘をどうしていくのかというのが一
番の問題と思いますが、現状はどのようになっていますか。

○生涯学習課長（岡　一弘君） 　ふれあいの丘につきましては、令和３年４月に指定管理者が指定
取消になり、宿泊施設は休止の状態となっております。その他の施
設については、貸館等を行っている状況です。

○生涯学習課長（岡　一弘君） 　宿泊施設については休止になっている状況でも管理に年間３８０
０万円もの予算がかかるものですから、使用できない状況で公的資
金を投入することを我々としても問題視しており、利用方向性につ
いて今年度検討しているところでございます。
　国土交通省のサウンディング調査に申し込みをし１１月２日に民
間企業と対話をさせていただきましたが、収入と支出の関係を見直
さない限り運営は難しい、という意見をいただきました。
　これを参考に今後の利用の仕方を検討していきます。

○委　員（渡邉英憲君） 　最終決定は市長が下して議会が承認する形になりますか。

○生涯学習課長（岡　一弘君） 　設置管理条例が設置されており公共財産になりますので売却等は
できない状況です。
　条例改正または廃止をして普通財産に変更してから、競り売りや
取り壊しなどその後の状況に応じて議会の同意が必要になると思い
ます。

○委　員（深澤道昭君） 　市史編さん事業ですが、事業内容も評価され今後の方向性につい
ても現状維持ということですが、順調ということでよろしいです
か。

○文化振興課長（墨谷　薫君） 　一度契約した業者と契約解除となりましたが、再度入札を行い新
たな請負業者が決定しました。本日午前中に行った打ち合わせで
は、記念式典まであと１年と少しというところですが完成品の納品
ができる、ということを確認しましたので、事業としては順調とい
うことでご理解いただければと思います。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第３０号　令和５年度大田原市教育委員会点検評価報告書に
ついて につきましては、原案のとおり可決することにご異議ござい
ませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第６　議案第３１号　大田原市教育に関する事務の職
務権限の特例に関する条例の制定について を議題といたします。
　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（羽石　剛君） （説明を行う）



○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第３１号　大田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関
する条例の制定について につきましては、原案のとおり可決するこ
とにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第７　議案第３２号　大田原市公民館条例等の一部を
改正する条例の制定について を議題といたしますが、本件は、日程
第８　議案第３３号　大田原市公民館条例施行規則の一部を改正す
る規則の制定について　及び　日程第９　議案第３４号　大田原市
公民館建設費等補助金交付要綱を廃止する要綱の制定及び同要綱の
制定について と関連がございますので、詳細について、一括して生
涯学習課長から説明をお願いいたします。

○生涯学習課長（岡　一弘君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第３２号　大田原市公民館条例等の一部を改正する条例の制
定について につきましては、原案のとおり可決することにご異議ご
ざいませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。
　続けてお諮りいたします。
　議案第３３号　大田原市公民館条例施行規則の一部を改正する規
則の制定について につきましては、原案のとおり可決することにご
異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。
　続けてお諮りいたします。
　議案第３４号　大田原市公民館建設費等補助金交付要綱を廃止す
る要綱の制定及び同要綱の制定について につきましては、原案のと
おり可決することにご異議ございませんか。



（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。
　　次に、日程第１０　議案第３５号　令和５年度教育委員会関係補
正予算について を議題といたします。
　詳細について、各課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（羽石　剛君） （説明を行う）

○文化振興課長（墨谷　薫君） （説明を行う）
○スポーツ振興課長（大島　実君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（渡邉英憲君） 　学校の設備の予算要求だと思いますが、例えばキュービクルなど
は数年前と比べると価格が３、４割高騰しています。この要求額は
価格高騰を見越しているのでしょうか。

○教育総務課長（羽石　剛君） 　概算での計上となりますので、不足が生じないように予算計上を
させていただいております。

○委　員（深澤道昭君） 　屋内温水プール管理費については重油価格の高騰によるものとの
ことですが、ごみ焼却場の排熱も利用しているという認識でした
が、いかがでしょうか。

○スポーツ振興課長（大島　実君） 　計画の段階ではクリーンセンターの熱を利用するという計画でし
たが、現実的には需給供給を行っておらず、単独のボイラーで水を
温水化して使用しています。

　需給供給できなかった理由としましては、焼却場は１年に１か月
程度の定期点検があり、それに伴って温水プールも休館せざるを得
ない状況となりますので、温水プール側でもボイラーを持たなくて
はならず、二重投資になってしまうので、維持費を考慮して計画を
断念したと聞いております。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第３５号　令和５年度教育委員会関係補正予算について につ
きましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし
た。
　以上をもちまして、本日予定されました案件はすべて議了いたし
ました。
  なお、その他で何かございますか。

○学校教育課長（小室和徳君） （いじめ重大事態発生の報告について）



○学校教育課長（小室和徳君） （中学校区公開研究発表について）

○教育長（篠山　充君） 　それでは、以上をもちまして令和５年第１２回大田原市教育委員
会定例会の会議を閉会いたします。
　お疲れ様でした。

閉会：午後４時１５分

令和5年12月13日
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　この会議録は、令和５年１１月１７日に調製されたものであるが、その内容に相違ないこ
とを認め、ここに署名する。


